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平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会規則第１号

  大津市情報公開条例の施行に関する議会規則を廃止する規則

大津市情報公開条例の施行に関する議会規則（平成14年議会規則第２号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

大津市個人情報保護条例の施行に関する議会規則を廃止する規則を公布する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会規則第２号

  大津市個人情報保護条例の施行に関する議会規則を廃止する規則

大津市個人情報保護条例の施行に関する議会規則（平成16年議会規則第１号）は、廃止する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

議 会 議 長 告 示

市 章
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大津市議会議長告示第１号

大津市議会政策検討会議設置規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会政策検討会議設置規程

（趣旨）

第１条 この規程は、大津市議会政策検討会議（大津市議会基本条例（平成27年条例第47号。以下「条例」とい

う。）第25条第３項に規定するものをいう。以下「政策検討会議」という。）の組織、運営等に関し、必要な

事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 議会運営委員会において、交渉会派（条例第11条第１項に規定する会派で、３人以上の議員で構成する

ものをいう。以下同じ。）から条例づくり等の政策提案が行われたときは、複数の交渉会派の賛同が得られた

もの（以下「政策検討項目」という。）について、政策検討会議を設置する。

２ 政策検討会議が設置されたときは、全議員で構成する大津市議会政策検討会議全体会（以下「全体会」とい

う。）を同時に設置する。

（所掌事務）

第３条 政策検討会議の所掌事務（以下「所掌事務」という。）は、次のとおりとする。

⑴ 条例、計画等の原案の作成に関すること。

⑵ 政策検討項目に係る調査及び検証に関すること。

⑶ その他政策提案に関すること。

２ 全体会は、政策検討会議からの報告に基づき当該報告事項について確認するものとする。

（組織）

第４条 政策検討会議は、全ての会派から選出される次に掲げる委員をもって組織する。

⑴ 座長 １名

⑵ 副座長 １名

⑶ 選出議員 全ての会派からそれぞれ選出される１名の議員

２ 座長は、政策提案を行った会派（以下「政策提案会派」という。）の委員又は当該政策提案会派から座長の

推薦を受け、当該推薦を了承した委員をもって充てる。

３ 副座長は、座長が政策提案会派以外の委員の中から指名する。ただし、座長が政策提案会派の委員でないと

きは、副座長は、当該政策提案会派の委員をもって充てる。

４ 座長を選出する会派（２人以上の議員で構成する会派に限る。）は、座長のほか、１名の委員を選出するこ

とができる。

５ 全体会に会長を置き、議長をもって充てる。

（職務）

第５条 座長は、所掌事務を統轄する。

２ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

３ 選出議員は、座長の命を受けて所掌事務を処理する。

（会議等）

第６条 政策検討会議の会議（以下「会議」という。）は、座長が招集し、座長は多様な意見に配慮して議事を

進行する。

２ 全体会の会議（以下「全体会議」という。）は、会長が招集し、会長が議事を進行する。

３ 会議及び全体会議は、委員又は議員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 会議及び全体会議は、原則として非公開とする。ただし、会議は座長が、全体会議は会長が、会議又は全体

会議に諮って、公開することができる。

（政策検討会議の選択）

第７条 複数の政策検討会議が設置された場合、政策検討会議の数が会派の所属議員数を超える会派の議員にお

いては、委員となる政策検討会議を選択することができる。ただし、当該会派の委員が既に一の政策検討会議

の委員である場合において、当該政策検討会議の委員を辞任し、他の政策検討会議の委員になろうとするとき

は、当該政策検討会議の座長の承認を得るものとする。

（委員の辞任、変更等）

第８条 委員（座長を除く。）は、諸般の事情により委員を辞任することができる。

２ 委員は、協議期間中において同一会派において委員を交替することができる。ただし、副座長においては、

座長の承認を得るものとする。
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３ 座長及び座長を選出する会派の委員が辞任しようとする場合においては、当該辞任の扱い及び当該政策検討

会議の運営等について、議会運営委員会において協議するものとする。

（委員及び議員の解職）

第９条 委員は、政策検討項目について第11条第３項に規定する条例の提案等が行われた場合又は座長が当該政

策検討項目について協議の終了を決定したときは、第５条に規定する職務を解かれたものとする。

２ 前項の規定により委員の職務が解かれた場合には、当該政策検討項目に係る全体会を構成する議員は、その

職を解かれたものとする。

（市民意見の聴取等）

第10条政策検討会議は、市民の意見を聴取するためパブリックコメントを実施することができる。

２ 前項のパブリックコメントは、大津市議会のホームページにおいて行うものとする。

３ 政策検討会議は、第１項に規定するパブリックコメントの実施に加えて、必要に応じて執行機関又は関係機

関等に意見照会を行うことができる。

４ 前項の意見照会及び意見照会に係る回答等は、座長名で行うものとする。

（運営等）

第11条政策検討会議は、必要に応じて市民等の参考人招致、公聴会の開催、執行部からの助言及び条例第24条

第１項に規定する専門的知見の活用を図るものとする。

２ 政策検討会議は、協議経過等について、必要に応じて全体会に報告する。

３ 政策検討会議は、会議でまとまった政策検討項目について、議会運営委員会の承認を経て、条例の提案等を

行うものとする。

（庶務）

第12条政策検討会議の庶務は、議会局において処理する。

（委任）

第13条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第２号

大津市議会議会活性化検討委員会設置規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会議会活性化検討委員会設置規程

（趣旨）

第１条 この規程は、大津市議会議会活性化検討委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関し、必

要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 市議会の活性化に関し、協議するため委員会を設置する。

（所掌事項）

第３条 委員会は、市議会の活性化に関する事項について協議及び検討を行い、その結果を議会運営委員会へ報

告する。

（組織）

第４条 委員会は、副議長及び議会運営委員会の委員をもって組織する。

（委員長及び副委員長）

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

２  委員長は副議長の職にある者を、副委員長は議会運営委員会の委員長の職にある者をもって充てる。

３  委員長は、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議等）

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議事を進行する。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３ 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長は会議に諮って、公開することができる。

４ 議員は、前項本文の規定にかかわらず、傍聴することができる。

（庶務）
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第７条 委員会の庶務は、議会局において処理する。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第３号

大津市議会会派結成規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会会派結成規程

（趣旨）

第１条 この規程は、大津市議会基本条例（平成27年条例第47号。以下「条例」という。）第11条に規定する会

派について、その結成等に関し、必要な事項を定めるものとする。

（会派結成届等）

第２条 条例第11条第１項に規定する会派を結成しようとする会派の代表者（以下「会派代表者」という。）は、

議長に対して、会派結成届（様式第１号）を提出しなければならない。

２ 会派代表者は、当該会派について、所属議員数又は会派名称若しくは役職者等の異動があったときは、遅滞

なく、議長に対して会派異動届（様式第２号）を提出しなければならない。

３ 会派代表者は、当該会派について、会派の解散があったときは、遅滞なく、議長に対して会派解散届（様式

第３号）を提出しなければならない。

（会派の通知）

第３条 議長は、前条に規定する会派の結成、異動又は解散について届出を受けたときは、市長に対して様式第

４号により通知するものとする。

（その他）

第４条 この規程に定めるもののほか、会派の結成等に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定め

る。

附 則

１ この規程は、平成27年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の日に、現に結成されている会派については、第２条第１項に規定する会派結成届の提出が

あったものとみなす。
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様式第１号（第２条関係）

  年  月  日  

大津市議会議長             様

会 派 名

代表者名            印

会 派 結 成 届

会派を結成しましたので、大津市議会会派結成規程第２条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 会派名称

２ 会派結成年月日

３ 役職者氏名

４ 経理責任者氏名

５ 所属議員氏名

http://keiji/reiki/reiki_word/01090001042212171.doc
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様式第２号（第２条関係）

  年  月  日  

大津市議会議長             様

会 派 名

代表者名            印

会 派 異 動 届

会派で異動がありましたので、大津市議会会派結成規程第２条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。

区   分 新 旧 異動年月日

会 派 名 称

役 職 者 氏 名

経理責任者氏名

所 属 議 員 数

異動対象議員名

http://keiji/reiki/reiki_word/01090002042212171.doc
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様式第３号 （第２条関係）

  年  月  日  

大津市議会議長             様

会 派 名

代表者名            印

会 派 解 散 届

会派を解散しましたので、大津市議会会派結成規程第２条第３項の規定により、次のとおり届け出ます。

１ 会派名称

２ 解散年月日

様式第４号（第３条関係）

  年  月  日  

大津市長             様

             大津市議会議長

会派の結成・異動・解散について

会派の結成・異動・解散について、大津市議会会派結成規程第３条の規定により、別紙、届（写し）のとおり

通知します。

http://keiji/reiki/reiki_word/01090004042212171.doc
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大津市議会議長告示第４号

大津市情報公開条例の施行に関する議会規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

   大津市情報公開条例の施行に関する議会規程

大津市議会の所管に係る大津市情報公開条例（平成14年条例第４号）の施行については、大津市情報公開条例

施行規則（平成14年規則第70号）の規定の例による。

   附 則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第５号

大津市個人情報保護条例の施行に関する議会規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

   大津市個人情報保護条例の施行に関する議会規程

大津市議会の所管に係る大津市個人情報保護条例（平成16年条例第１号）の施行については、大津市個人情報

保護条例施行規則（平成16年規則第28号）の規定の例による。

   附 則

この規程は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第６号

大津市議会議長交際費の支出及び支出状況の公表に関する規程を次のように定める。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

大津市議会議長交際費の支出及び支出状況の公表に関する規程

（趣旨）

第１条 この規程は、議長交際費の支出及び支出状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

（交際費の支出）

第２条 交際費は、市政の円滑な執行に資すると認められる場合に、交際上必要と認められる相手に対し、社会

通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の額を支出するものとする。

２ 交際費の支出区分は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 慶祝 祝賀会、懇親会等への出席に係る経費

⑵ 弔慰 葬儀等における香典等に係る経費

⑶ 会費 議長が会員である団体の年会費

⑷ 名刺 名刺に係る経費

⑸ 接遇 視察、折衝等に係る記念品等の経費

⑹ 協賛 協賛、激励等に係る経費

⑺ その他 前各号に掲げるもののほか、交際上、議長が特に支出する必要があると認める経費

（交際費の公表）

第３条 交際費の支出状況の公表（以下「交際費の公表」という。）は、次に掲げる事項について行うものとす

る。

⑴ 支出月日

⑵ 支出区分

⑶ 支出件名

⑷ 支出金額

２ 前項の規定にかかわらず、大津市情報公開条例（平成14年条例第４号）第７条各号に掲げる情報については、

公表しない。

（公表の時期）

第４条 交際費の公表は、当該交際費を支出した日の属する月の翌月末日までに行うものとする。



平成 27 年４月１日              大 津   市  公  報            号外（第 25 号）9

（公表の方法）

第５条 交際費の公表は、大津市役所政策調整部市政情報課及びインターネットの大津市議会ホームページ内に

おいて一般の縦覧に供する方法により行うものとする。

（公表の期間）

第６条 交際費の公表は、当該交際費を支出した日の属する年度の翌年度から起算して５年間行うものとする。

（その他）

第７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

１ この規程は、平成27年４月１日から施行する。

２ この規程の施行の日に、現に支出及び公表されている交際費については、この規程により支出及び公表され

たものとみなす。

大津市議会議長告示第７号

大津市議会会議規程（平成26年議会議長告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

目次

第３章 －略－

目次

第３章 －略－

第３章の２ 通年議会（第21条の２―第21条の

４）

（欠席の届出） （欠席の届出）

第３条 議員は、やむを得ない事情のため出席でき

ないときは、その理由を明示し、当日の開議時刻

までに議長に届け出なければならない。

第３条 議員は、疾病、出産（出産の予定日前８週

間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）から産

後８週間を経過するまでの期間を限度に、本人が

申告する日又は期間をいう。）その他やむを得な

い事情のため出席できないときは、その理由を明

示し、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ

ばならない。

（出席の催告） （出席の催告）

第９条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第113

条の規定による出席の催告は、議場にいる議員又

は議員の住所（別に居所又は事務所の届出をした

者については、当該届出の居所又は事務所）に文

書又は口頭をもって行う。

第９条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下

「法」という。）第113条の規定による出席の催

告は、議場にいる議員又は議員の住所（別に居所

又は事務所の届出をした者については、当該届出

の居所又は事務所）に文書又は口頭をもって行

う。

（選挙関係書類の保存） （選挙関係書類の保存）

第21条－略－ 第21条－略－

   第３章の２ 通年議会

（定例会及び会議の呼称）

第21条の２定例会は、開会する年を冠して 年

市議会定例会と呼称する。

２ 招集会議は、開会される年を冠して 年市議会

招集会議と呼称する。   

３ 通常会議は、再開される年及び月を冠して 年

月市議会通常会議と呼称する。

４ 特別会議は、再開される年及び月を冠して 年

月市議会特別会議と呼称する。

（一事不再議の取扱い）

第21条の３条例第８条に規定する一事不再議は、
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開会又は再開する審議期間（条例第３条第２項に

規定する審議期間をいう。以下同じ。）の異なる

会議の都度、事情の変更があったものとみなす。

（専決事項の報告）

第21条の４法第180条第１項の規定により専決処

分された事項の議会への報告は、当該専決処分後

の直近の通常会議において行う。

（討論の順序） （討論の順序）

第28条－略－ 第28条－略－

（一般質問）

第28条の２一般質問は、各通常会議で行う。

（代表質問の質問方式等） （代表質問の質問方式等）

第32条代表質問における質問方式は、一括質問方

式とする。

第32条代表質問は、市長による施政方針が表明さ

れる会議又は新年度予算が審議される会議に行

う。ただし、特に必要があると認められる場合

は、この限りでない。

２ 代表質問における質問方式は、一括質問方式と

する。

２ －略－ ３ －略－

３ －略－ ４ －略－

（発言の取消し又は訂正） （発言の取消し又は訂正）

第33条発言した議員は、当該発言があった審議期

間（議案等を上程し、審議し、議決に至る一連の

本会議の期間をいう。）中に限り、議会の許可を

得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言

の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正

は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更する

ことはできない。

第33条発言した議員は、当該発言があった審議期

間中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、

又は議長の許可を得て発言の訂正をすることがで

きる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものと

し、発言の趣旨を変更することはできない。

２ －略－ ２ －略－

（会議録の記載事項） （会議録の記載事項）

第44条会議録に記載する事項は、次のとおりとす

る。

第44条会議録に記載する事項は、次のとおりとす

る。

⑴～⑶ －略－ ⑴～⑶ －略－

⑷ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏

名

⑷ 職務のため議場に出席した議会局職員の職氏

名

⑸～⒂ －略－ ⑸～⒂ －略－

２ －略－ ２ －略－

３ 会議録は、審議期間ごとに作成する。

別表（第50条関係） 別表（第50条関係）

名称 目的 構成員 招集権者

－略－ －略－ －略－ 議長（一般選挙後

最初の会議の招集

は、議会事務局長）

－略－ －略－ －略－ －略－

－略－ －略－ －略－ －略－

－略－ －略－ －略－ －略－

名称 目的 構成員 招集権者

－略－ －略－ －略－ 議長（一般選挙後

最初の会議の招集

は、議会局長）

－略－ －略－ －略－ －略－

－略－ －略－ －略－ －略－

－略－ －略－ －略－ －略－

附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。
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大津市議会議長告示第８号

大津市議会委員会規程（平成26年議会議長告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

改正前 改正後

（欠席の届出） （欠席の届出）

第４条 委員は、やむを得ない事情のため出席でき

ないときは、その理由を明示し、当日の開会時刻

までに委員長に届け出なければならない。

第４条 委員は、疾病、出産（出産の予定日前８週

間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）から産

後８週間を経過するまでの期間を限度に、本人が

申告する日又は期間をいう。）その他やむを得な

い事情のため出席できないときは、その理由を明

示し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なけ

ればならない。

（出席説明の要求） （出席説明の要求）

第14条委員会は、審査又は調査のため市長、教育

委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、公平

委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員

その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並び

にその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のた

め出席を求めようとするときは、議長を経てしな

ければならない。

第14条委員会は、審査又は調査のため市長、教育

委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平

委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員

その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並び

にその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のた

め出席を求めようとするときは、議長を経てしな

ければならない。

（会議録の保存年限） （会議録の保存年限）

第19条－略－ 第19条－略－

（予算決算常任委員会の運営）

第20条予算決算常任委員会の運営に関し、必要な

事項は、別表に定める。

（その他） （その他）

第20条－略－ 第21条－略－

備考 改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附則の次に次の別表を加える。

別表（第20条関係）

分科会の設置等 １ 予算決算常任委員会に次の各号の分科会を置き、それぞれ当該各号に掲げる部局

に関連する事項等を担当させる。

⑴ 総務分科会 総務常任委員会が所管する部局

⑵ 教育厚生分科会 教育厚生常任委員会が所管する部局

⑶ 生活産業分科会 生活産業常任委員会が所管する部局

⑷ 施設分科会 施設常任委員会が所管する部局

分科会の委員 １ 予算決算常任委員会の委員は、条例第２条第２項第１号から第４号までに規定す

る常任委員会（以下「所管別常任委員会」という。）に対応する分科会に、それぞ

れ所属する。ただし、議長においてはこの限りでない。

２ 分科会に会長及び副会長を置き、それぞれ当該分科会に対応する所管別常任委員

会の委員長及び副委員長をもって充てる。

分科会の運営等 １ 分科会は、予算決算常任委員会が付託を受けた議案（以下「付託議案」とい

う。）のうち、その担当に属する部分を分担して審査し、又は調査する。

２ 分科会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、分科会の会議を開く

ことができない。

３ 分科会は、会長が招集する。

４ 会長は、会務を総理し、分科会の会議を主宰する。

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

６ 分科会は、これを公開する。ただし、分科会の決定により非公開とすることができ
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る。

７ 分科会は、委員会室で開催する。

８ その他分科会の運営等について必要な事項は、条例の規定を準用する。

議会運営委員会に

おける協議

１ 予算決算常任委員会に関する次に掲げる事項は、議会運営委員会において協議す

る。

⑴ 審査又は調査の日程に関する事項

⑵ 付託議案の取扱いに関する事項

⑶ 質疑、討論及び採決の方法に関する事項

⑷ 前３号に掲げるもののほか、予算決算常任委員会及び分科会の運営に関し必要

な事項

関連議案等の範囲 １ 予算決算常任委員会に付託される議案の範囲は、次に掲げるとおりとする。

⑴ 予算又は決算と関連し、かつ、複数の所管別常任委員会に関連するもの

⑵ 基金の設置等予算の根幹に関わるもの

⑶ 手数料条例等歳入予算を伴うもの

２ 予算決算常任委員会では、原則として請願の審査は行わない。

調査・審査の方法

等

１ 付託議案の審査は、議案の委員会付託を行う本会議の終了後、予算決算常任委員

会前期全体会（以下「前期全体会」という。）を開会し、分科会における審査を経

て、予算決算常任委員会後期全体会（以下「後期全体会」という。）において討論

及び採決を行う。

２ それぞれの審査は、次に掲げる方法により行う。ただし、付託議案の内容に応じ

て、議会運営委員会の協議によりその方法を変更することができる。

⑴ 前期全体会では、提案説明及び質疑を行うことなく付託議案をその担当する分

科会に送付する。ただし、決算議案においては、監査報告等の説明を求め、当該

説明に係る質疑を行うことができる。この場合の質疑は、自席において質問の趣

旨を明確に１問ずつ簡潔明瞭に行う。

⑵ 委員長は、前号本文の規定にかかわらず、付託議案をその担当する分科会に書

面にて送付することができる。この場合において、前期全体会は、その書面の送

付をもって開会したものとみなす。

⑶ 分科会における審査は、次の方法により質疑のみを行う。

  ア 予算議案及び決算議案の審査は、いずれも執行部からの説明を受け、一般会

計予算においては各部局別に、特別・企業会計予算においては各会計ごとに行

う。

イ 予算議案及び決算議案を担当する場合は、まずは予算議案を、次に決算議案

を審査する。

ウ 新年度予算議案及び補正予算議案を担当する場合は、まずは新年度予算議案

を、次に補正予算議案を審査する。

  エ 予算関連議案の審査は、補正予算議案と合わせて審査する。ただし、補正予

算議案の付託のない場合又は当該関連議案が新年度予算議案に関係する場合等

は、この限りでない。

  オ 質疑は、質問の趣旨を明確にし、１問ずつ簡潔明瞭に行う。

  カ 分科会では、第１号に規定する監査報告等に係る質疑は行わない。

  キ 分科会は、原則として４分科会を同日に開催する。ただし、新年度予算議案

及び決算議案の審査については、この限りでない。

⑷ 後期全体会では、それぞれの分科会における審査を踏まえ、次の方法により討

論及び採決を行う。

ア 予算議案及び決算議案が付託議案である場合は、まずは予算議案を、次に決

算議案を審査する。

イ 新年度予算議案及び補正予算議案が付託議案である場合は、まずは新年度予

算議案を、次に補正予算議案を審査する。

ウ 予算関連議案は、前号エに準じて審査する。

  エ 予算議案に係る討論は、委員長からの指名順位に基づき、新年度予算議案を

一括して、自席において行うものとし、補正予算議案も同様とする。
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オ 決算議案に係る討論は、委員長からの指名順位に基づき、一般会計予算及び

特別・企業会計予算ごとに、それぞれ一括して、自席において行う。

  カ 採決は、全て起立により行う。ただし、委員長が必要があると認めるとき

は、起立に代えて電子採決システムにより採決をとることができる。

キ 委員長は、必要があると認めるときは、議案を一括して採決することができ

る。

  ク 修正案が提出された場合には、修正案の提案説明及び当該修正案に係る質疑

は、委員長が指定する場所において行う。

３ 新年度予算議案については、第１項の規定にかかわらず、本会議の前にあらかじ

め予算決算常任委員会を開催し、執行部から概要説明を求めることができる。

４ 予算決算常任委員会は、議場で開催する。

委員長報告 １ 予算決算常任委員会の委員長報告は、所管別常任委員会の委員長報告と同様に、

表決結果のみを報告する。

会議の記録 １ 会長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議の記録

を作成させなければならない。

附 則

１ この告示は、平成27年４月１日から施行する。

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76号）附則第２条第１項

の場合においては、この規程の改正後の第14条の規定は適用せず、この規程による改正前の第14条の規定は、

なおその効力を有する。

大津市議会議長告示第９号

大津市議会事務局規程（昭和58年議長告示第１号）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

大津市議会事務局規程 大津市議会局規程

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規程は、大津市議会事務局設置条例

（昭和37年条例第34号）第４条の規定に基づき、

大津市議会事務局（以下「局」という。）の組

織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとす

る。

第１条 この規程は、大津市議会基本条例（平成27

年条例第47号）第26条第１項及び第２項に規定す

るもののほか、大津市議会局（以下「議会局」と

いう。）の組織、分掌事務その他必要な事項を定

めるものとする。

（組織） （組織）

第２条 局に次のとおり課及び係を置く。 第２条 議会局に次のとおり課及び係を置く。

議会総務課 －略－ 議会総務課 －略－

議事調査課 －略－ 議事調査課 －略－

（分掌事務） （分掌事務）

第３条 前条に規定する課及び係の分掌事務は、次

のとおりとする。

第３条 前条に規定する課及び係の分掌事務は、次

のとおりとする。

議会総務課 議会総務課

総務係 総務係

⑴～⑻ －略－ ⑴～⑻ －略－

⑼ 議会災害対策会議に関すること。

⑼ －略－ ⑽ －略－

⑽ 局の一般庶務に関すること。 ⑾ 議会局の一般庶務に関すること。
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⑾ 局内他課の所管に属さない事項に関するこ

と。

⑿ 議会局内他課の所管に属さない事項に関す

ること。

政策法制係 政策法制係

－略－ －略－

議事調査課 議事調査課

議事係 議事係

⑴～⑸ －略－ ⑴～⑸ －略－

⑹ 議決証明の交付に関すること。

⑹ －略－ ⑺ －略－

⑺ －略－ ⑻ －略－

⑻ －略－ ⑼ －略－

調査係 調査係

⑴～⑶ －略－ ⑴～⑶ －略－

⑷ 議会図書室に関すること。 ⑷ 議会図書室の企画運営に関すること。

⑸～⑺ －略－ ⑸～⑺ －略－

⑻ 市議会情報システムに関すること。

（職の設置及び職務） （職の設置及び職務）

第４条 局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その

職にあるものは、それぞれ上司の命を受け、同表

の右欄に定める職務を行うものとする。

第４条 議会局に次の表の左欄に掲げる職を置き、

その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同

表の右欄に定める職務を行うものとする。

－略－ －略－

事務局長 議長の命を受け、局の事

務を掌理し、所属職員を

指揮監督する。

－略－ －略－

－略－ －略－

－略－ －略－

－略－ －略－

副参事 担当事務を処理し、担当

職員があるときはこれを

指揮監督する。
主幹

主査

－略－ －略－

－略－

－略－ －略－

－略－ －略－

局長 議長の命を受け、議会局

の事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。

－略－ －略－

－略－ －略－

－略－ －略－

－略－ －略－

主幹 担当事務を処理し、担当

職員があるときはこれを

指揮監督する。

主査

－略－ －略－

－略－

－略－ －略－

（事務局長の専決事項） （局長の専決事項）

第５条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決

することができる。

第５条 局長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

⑴～⑶ －略－ ⑴～⑶ －略－

（次長の専決事項） （次長の専決事項）

第６条 次長は、事務局長及び課長の旅行を命令す

ることを専決することができる。

第６条 次長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

⑴ 課長の旅行を命令すること。

⑵ 職員の研修に関すること。
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（課長の専決事項） （課長の共通専決事項）

第７条 課長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

第７条 課長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

⑴～⑷ －略－ ⑴～⑷ －略－

⑸ 各種証明書を交付すること。

⑸ －略－ ⑹ －略－

（議会総務課長の専決事項）

第８条 議会総務課長は、次の各号に掲げる事項を

専決することができる。

⑴ 市議会後援等の名義使用に関すること。

⑵ 議員共済会に関すること。

（議事調査課長の専決事項）

第９条 議事調査課長は、次の各号に掲げる事項を

専決することができる。

⑴ 議場、委員会室等の使用許可に関すること。

⑵ 議会図書室の図書等の選定及び廃棄に関する

こと。

（係長の専決事項） （係長の専決事項）

第８条 係長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

第10条係長は、次の各号に掲げる事項を専決する

ことができる。

⑴ 各種証明書を交付すること。 ⑴ 軽易な申請、届、報告等を処理すること。

⑵ 議場及び議会関係各室の使用許可に関するこ

と。

  ⑵ 軽易な調査、照会、回答、通知等をするこ

と。

⑶ その他軽易な申請、届、報告等を処理し、又

は調査、照会、回答、通知等をすること。

（代決） （代決）

第９条 議長又は専決者が不在のときは、次の区分

に従ってその専決事項のうち主管事務について代

決することができる。

第11条議長又は専決者が不在のときは、次の区分

に従ってその専決事項のうち主管事務について代

決することができる。

－略－ －略－ －略－

－略－ 事務局長 次長又は課長

事務局長 －略－ －略－

－略－ 課長補佐、副

参事又は主幹

－略－

－略－ －略－ －略－

－略－ 局長 次長

局長 －略－ －略－

－略－ 課長、課長補

佐又は主幹

－略－

２及び３ －略－ ２及び３ －略－

（公印） （公印）

第10条議会、議長、副議長及び事務局長の公印

は、次のとおりとし、議会総務課長が保管する。

第12条議会、議長、副議長及び局長の公印は、次

のとおりとし、議会総務課長が保管する。

方23ミリメートル 方23ミリメートル

（その他） （その他）

第11条－略－ 第13条－略－

  附 則

大
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印
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この告示は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第10号

平成14年議会議長告示第１号（市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせるため、市長部局の職員を議会

事務局職員に充てることについて）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせる

ため、市長部局の職員を議会事務局職員に充てるこ

とについて

市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせる

ため、市長部局の職員を議会局職員に充てることに

ついて

大津市議会議長は、議長の権限に属する事務のう

ち、次に掲げる大津市情報公開条例（平成14年条例

第４号。以下「条例」という。）の施行に係る事務

を行わせるため、市長部局の情報公開を所管する所

属の職員を議会事務局職員に充て、当該事務を処理

させる。

大津市議会議長は、議長の権限に属する事務のう

ち、次に掲げる大津市情報公開条例（平成14年条例

第４号。以下「条例」という。）の施行に係る事務

を行わせるため、市長部局の情報公開を所管する所

属の職員を議会局職員に充て、当該事務を処理させ

る。

⑴～⑶ －略－ ⑴～⑶ －略－

なお、平成６年議会議長告示第１号（市議会議長

の権限に属する事務の一部を行わせるため、市長部

局の職員を議会事務局職員に充てることについて）

は、廃止する。

なお、平成６年議会議長告示第１号（市議会議長

の権限に属する事務の一部を行わせるため、市長部

局の職員を議会事務局職員に充てることについて）

は、廃止する。

附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第11号

平成16年議会議長告示第１号（市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせるため、市長部局の職員を議会

事務局職員に充てることについて）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせる

ため、市長部局の職員を議会事務局職員に充てるこ

とについて

市議会議長の権限に属する事務の一部を行わせる

ため、市長部局の職員を議会局職員に充てることに

ついて

大津市議会議長は、議長の権限に属する事務のう

ち、次に掲げる大津市個人情報保護条例（平成16年

条例第１号。以下「条例」という。）の施行に係る

事務を行わせるため、市長部局の個人情報の保護に

関する事務を所管する所属の職員を議会事務局職員

に充て、当該事務を処理させる。

大津市議会議長は、議長の権限に属する事務のう

ち、次に掲げる大津市個人情報保護条例（平成16年

条例第１号。以下「条例」という。）の施行に係る

事務を行わせるため、市長部局の個人情報の保護に

関する事務を所管する所属の職員を議会局職員に充

て、当該事務を処理させる。

⑴～⑸ －略－ ⑴～⑸ －略－

附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。



平成 27 年４月１日              大 津   市  公  報            号外（第 25 号）17

大津市議会議長告示第12号

大津市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例の施行に関する議会規程（平成24年議会議長告示第１

号）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規程は、大津市職員等の公正な職務の

執行の確保に関する条例（平成23年条例第48号。

以下「条例」という。）の施行に関し、大津市議

会事務局（以下「議会事務局」という。）の所管

に属する事項について必要な事項を定めるものと

する。

第１条 この規程は、大津市職員等の公正な職務の

執行の確保に関する条例（平成23年条例第48号。

以下「条例」という。）の施行に関し、大津市議

会局（以下「議会局」という。）の所管に属する

事項について必要な事項を定めるものとする。

（要望等の報告等） （要望等の報告等）

第２条 －略－ 第２条 －略－

⑴ 重要なもの 事務局長 ⑴ 重要なもの 局長

⑵ その他のもの 次長 ⑵ その他のもの 次長

（コンプライアンス推進員） （コンプライアンス推進員）

第３条 議会事務局に置くコンプライアンス推進員

は、次長の職にある者をもって充てる。

第３条 議会局に置くコンプライアンス推進員は、

次長の職にある者をもって充てる。

（コンプライアンス推進本部の本部員等） （コンプライアンス推進本部の本部員等）

第４条 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に

関する条例施行規則（平成24年規則第37号。以下

「規則」という。）第16条第４項の規定により議

会事務局から選任される本部員は、事務局長の職

にある者をもって充てる。

第４条 大津市職員等の公正な職務の執行の確保に

関する条例施行規則（平成24年規則第37号。以下

「規則」という。）第16条第４項の規定により議

会局から選任される本部員は、局長の職にある者

をもって充てる。

２ 規則第16条第４項の規定により議会事務局から

選任される推進員は、コンプライアンス推進員の

職にある者をもって充てる。

２ 規則第16条第４項の規定により議会局から選任

される推進員は、コンプライアンス推進員の職に

ある者をもって充てる。

３ 規則第16条第４項の規定により議会事務局から

選任される幹事は、次長の次席の職にある者をも

って充てる。

３ 規則第16条第４項の規定により議会局から選任

される幹事は、次長の次席の職にある者をもって

充てる。

   附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第13号

平成22年議会議長告示第２号（大津市議会事務局職員の人事評価に関する規程）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

大津市議会事務局職員の人事評価に関

する規程

大津市議会局職員の人事評価に関する

規程

大津市議会事務局職員（臨時的に任用された職員

を除く。）の人事評価（地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第40条第１項の規定による勤務成績の

評定をいう。）の実施については、大津市職員の人

事評価に関する規程（平成22年訓令第４号）の例に

よる。

大津市議会局職員（臨時的に任用された職員を除

く。）の人事評価（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第40条第１項の規定による勤務成績の評定

をいう。）の実施については、大津市職員の人事評

価に関する規程（平成22年訓令第４号）の例によ

る。
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   附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第14号

平成22年議会議長告示第３号（大津市議会事務局職員の条件附採用期間評価に関する規程）の一部を次のよう

に改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

大津市議会事務局職員の条件附採用期

間評価に関する規程

大津市議会事務局職員の条件附採用期間評価（地

方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条第１項

に規定する条件附採用期間中の職員に対して行う同

法第40条第１項の規定による勤務成績の評定をい

う。）の実施については、大津市職員の条件附採用

期間評価に関する規程（平成22年訓令第５号）の例

による。

大津市議会局職員の条件附採用期間評

価に関する規程

大津市議会局職員の条件附採用期間評価（地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22条第１項に規

定する条件附採用期間中の職員に対して行う同法第

40条第１項の規定による勤務成績の評定をいう。）

の実施については、大津市職員の条件附採用期間評

価に関する規程（平成22年訓令第５号）の例によ

る。

   附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。

大津市議会議長告示第15号

大津市議会政務活動費交付規程（平成22年議会議長告示第５号）の一部を次のように改正する。

平成27年４月１日

大津市議会議長  園  田    寛

改正前 改正後

（趣旨）

第１条 －略－

（会派結成届等）

第２条 会派の代表者は、議長に対して、会派結成

届（様式第１号）を提出しなければならない。

２ 会派の代表者は、当該会派について条例第４条

第１項に規定する所属議員数又は会派名称若しく

は役職者等の異動があったときは、遅滞なく、議

長に対し、会派異動届（様式第２号）を提出しな

ければならない。

３ 会派の代表者は、当該会派について条例第４条

第２項に規定する会派の解散があったときは、遅

滞なく、議長に対し、会派解散届（様式第３号）

を提出しなければならない。

（会派の通知）

第３条 議長は、前条に規定する会派の結成、異動

又は解散について届出を受けたときは、市長に対

して、様式第４号により通知するものとする。

（政務活動費の管理）

第４条 －略－

（是正命令等）

第５条 －略－

（趣旨）

第１条 －略－

（政務活動費の管理）

第２条 －略－

（是正命令等）

第３条 －略－
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（収支報告書等の写しの送付）

第６条 条例第９条第１項に規定する政務活動費に

係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報

告書（様式第５号）とする。

２ －略－

（会計帳簿等の整理保存）

第７条 －略－

（収支報告書等の公開）

第８条 －略－

（委任）

第９条 －略－

（収支報告書等の写しの送付）

第４条 条例第９条第１項に規定する政務活動費に

係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報

告書（様式第１号）とする。

２ －略－

（会計帳簿等の整理保存）

第５条 －略－

（収支報告書等の公開）

第６条 －略－

（支出手続等の基準）

第７条 政務活動費に係る支出手続等の基準は、別

表に定める。

（委任）

第８条 －略－

様式第１号（第２条関係）

年 月 日  

大津市議会議長 様

会 派 名

代表者名       印

会派結成届

会派を結成しましたので、大津市議会政務活動費

交付規程第２条第１項の規定により、次のとおり届

け出ます。

１ 会派名称

２ 会派結成年月日

３ 役職者氏名

４ 経理責任者氏名

５ 所属議員氏名

様式第２号（第２条関係）

年 月 日  

大津市議会議長 様

会 派 名

代表者名       印

会派異動届

会派で異動がありましたので、大津市議会政務活

動費交付規程第２条第２項の規定により、次のとお

り届け出ます。

区分 新 旧 異動年月日

会派名称

役職者氏名

経理責任者氏名

所属議員数

異動対象議員名
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様式第３号（第２条関係）

年 月 日  

大津市議会議長 様

会 派 名

代表者名      印

会派解散届

会派を解散しましたので、大津市議会政務活動費

交付規程第２条第３項の規定により、次のとおり届

け出ます。

１ 会派名称

２ 解散年月日

様式第４号（第３条関係）

年 月 日

大津市長 様

大津市議会議長

会派の結成・異動・解散について

会派の結成・異動・解散について、大津市議会政

務活動費交付規程第３条の規定により、別紙、届

（写し）のとおり通知します。

様式第５号（第６条関係）

年度政務活動費収支報告書

会派名

１  収入額 政務活動費      円

２ 支出額

科目 金額 備考

調査研究費

研修費

資料作成費

資料購入費

広報広聴費

会議費

人件費

合計

３ 残額        円

（注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載するこ

と。

様式第１号（第４条関係）

年度政務活動費収支報告書

会派名

１  収入額  政務活動費      円

２ 支出額

科目 金額 備考

調査研究費

研修費

資料作成費

資料購入費

広報広聴費

会議費

人件費

合計

３ 残額        円

（注）備考欄には、主たる支出の内訳を記載するこ

と。

備考 改正前の欄に掲げる規定を改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附則の次に次の別表を加える。
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別表（第７条関係）

支出手続 １ 政務活動費の収支は、原則として発生主義によるものとする。

２ 収支に当たっては、その都度、収入伝票（別記様式第１号）及び支出伝票（別記様式第

２号）による会派内での回議手続を経て、出納簿（別記様式第３号）に記録しなければな

らない。

３ 支出をした際は、支出伝票に支出先が会派に対して発行する１円以上の全ての領収書

（個別商品名、サービス名等が記載されたもの。ただし、記載対象多数の場合は、明細書

別記を妨げない。）を添付しなければならない。ただし、口座引き落とし分については通

帳の事実確認できるページの写しを、旅費については旅費明細書（別記様式第４号）の添

付をもって領収書に代えることができる。

４ 支出方法については、口座振込又は支払先による集金等後払いを原則とし、クレジット

カード、ポイントカード等の経済的付加価値が個人転化される決済方法をとってはならな

い。ただし、次の各号に列挙する経費については、会派所属議員の立替払によることがで

きる。

⑴ 行政庁等備付けの調査研究資料の交付請求経費

⑵ 有料道路等の通行料

⑶ 駐車料金

⑷ 古書、廃版書籍等の後日入手が困難と認められる調査研究資料及び書籍代

⑸ 当該政務活動費の支出が緊急を要し、かつ、あらかじめ予測することが困難であると

議長が個別に認めた経費

５ 立替者がその経費を受領したときは、当該経費の支出伝票の摘要欄に受領印を押印しな

ければならない。

備品 １ 政務活動に必要となる備品（大津市財務規則（平成９年規則第73号）第134条第１項第１

号に定めるものをいう。）を導入しようとするときは、任期満了時までのリース契約によ

り対応することを原則とする。

２ 前項の規定にかかわらず、購入による場合は、備品購入事前協議書（別記様式第５号）

を議長に提出し、購入前に議長の承認を得なければならない。

３ 会派の経理責任者は、会派が政務活動費で購入した備品を備品台帳（別記様式第６号）

に登載して、その写しを支出伝票に添付するとともに、備品を適正に管理しなければなら

ない。

４ 会派において用途廃止した備品は、議長において管理するものとする。ただし、法定耐

用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定めるも

のをいう。）を経過したものについては、備品処分協議書（別記様式第７号）を議長に提

出し、正当事由があると認められたときは、適正な方法により処分することができる。

市外旅行 １ 会派の代表者は、会派又は会派の所属議員が調査研究のため市外に旅行しようとすると

きは、原則として派遣予定日の30日前までに、派遣承認要求書（別記様式第８号）を議長

に提出しなければならない。

２ 旅費算定基準は、大津市職員等の旅費に関する条例（昭和32年条例第31号。以下「旅費

条例」という。）を準用するほか、自家用車（議員本人が所有する道路運送車両法（昭和

26年法律第185号）第２条第２項に規定する自動車のうち二輪自動車以外のものをいう。）

による場合は、次の各号の全てに該当し、自家用車による出張計画表（別記様式第９号）

を、事前に議長に提出した場合に限り、次項に定める基準により算定する。

⑴ 県外出張

⑵ 複数名による出張

⑶ 公共交通機関利用と比べて旅費が安価

３ 前項に係る車賃は旅費条例第16条第２項に準ずるものとし、公共交通機関利用距離（１km

未満の端数切捨て）に18円を乗じ、算定する。

結果報告 1 会派又は会派の所属議員が、調査研究のため行政視察又は研修参加したときは、30日以内

に、視察研修結果報告書（別記様式第10号）を議長に提出しなければならない。

会派広報紙 １ 政務活動費で支出を認める会派広報紙等の要件は、会派活動の内容を掲載し、次の各号

のいずれかを満たすものとする。

⑴ 配布方法が日刊一般紙である新聞折り込み等によるものが９割以上、かつ、発行部数５
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万部以上

⑵ 配布方法が街頭配布であり、かつ、発行部数５千部以上

２ 議員個人としての活動、政党活動、後援会活動等前項に規定する以外の内容が含まれる

場合は、発行費用を政務活動費から支出することはできない。

３ 会派は、広報紙発行後、第１項各号に対応する次の各号に掲げる文書等及び成果物１部

を、支出伝票に添付しなければならない。

⑴ 委託先業者が発行する配布年月日、新聞ごとの折り込み部数及び配布地域を明示した

明細書

⑵ 発行部数を証するもの

閲覧の方法

等

１ 第６条第１項に規定する収支報告書等の閲覧を希望する者（大津市議会議員を除く。）

は、政務活動費収支報告書等閲覧請求書（別記様式第11号）に必要事項を記入し、議長へ

請求するものとする。

２ 前項に規定する閲覧希望者が閲覧情報の撮影を希望する場合には、当該閲覧情報を毀損

し、又は汚損しない限りにおいて、これを認めるものとする。

３ 閲覧情報の写しの交付を行う場合には、大津市情報公開条例（平成14年条例第４号）第

17条に規定する費用の負担の例によるものとする。

閲覧対象 １ 閲覧対象は、次の各号に掲げるものの写しとする。

⑴ 収支報告書

⑵ 収入伝票

⑶ 支出伝票

⑷ 出納簿

⑸ 視察研修結果報告書

２ 議長は、前項に掲げる書類を議会図書室へ備え付けるものとする。

閲覧の場所

等

１ 閲覧の場所及び時間は、議会図書室等において大津市の休日を定める条例（平成元年条

例第67号）に定める市の休日を除く日の午前８時40分から午後５時25分までの間で議長が

指定した時間とする。

政務活動費

として認め

ない経費

１ 次の各号に掲げる経費については、政務活動費として認めないものとする。

⑴  祝金、香典、志等の冠婚葬祭及び祝賀会の出席に要する経費

⑵  見舞、餞別、中元、歳暮、電報、年賀状等儀礼に要する経費

⑶  会議等に伴う飲食経費

⑷  親睦会又は飲食を目的とした会合、レクリエーション大会等の開催又は参加に要する経

費

⑸  各種団体等の会食だけの出席費用

⑹  名刺代

⑺  携帯電話等の通話料金。ただし、議会が指定するタブレット型端末の通信に係る経費

（当該経費の1/2）は除く。

⑻  新聞代（サロンで閲覧可能なもの）

⑼  海外視察旅費

⑽ 自家用車燃料費（市外旅行において自家用車を利用した場合を除く。）

⑾ 党大会への出席に要する経費及び党大会賛助金等に要する経費

⑿ 政党活動及び県連活動に要する経費

⒀ 政党組織の事務所の設置及び維持に要する経費

⒁ 政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費

⒂ 選挙運動及び選挙活動に要する経費

⒃ 各種選挙時の各種団体への支援依頼活動経費、選挙ビラ作成等に要する経費

⒄ 後援会活動に要する経費

⒅ 後援会事務所及び個人事務所の設置並びに維持に要する経費

⒆ 後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷及び発送等に要する経費

⒇ 私的な旅行、観光等に要する経費

(21) 冷蔵庫等、政務活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費

(22) 議員が個人的に参加している団体の資格を得るための会費又は会合への参加費

(23) 活動自体が政務活動に関連しない団体の会費
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(24) 公職選挙法等の法令の制限に抵触する経費

(25) 条例及び規程に個別明示されていない議員個人に支給する経費

(26) 宛先が特定できない切手の購入経費

(27) 前各号に掲げるもののほか、社会通念上妥当性を欠いた経費

主な備品の

法定耐用年

数

１ 主な備品の耐用年数は、次に掲げるとおりとする

⑴ 事務机、事務椅子及びキャビネット 主として金属製のもの 15年（その他のもの ８

年）

⑵ デジタルカメラ ５年

⑶ ファックス ５年

⑷ パソコンプリンター ５年  

⑸ ＩＣレコーダー ５年

別記様式第

１号 収支番号     

       

収 入 伝 票

会派名：  

伝票作成日

収 入 決 定

代 表 者 印 経 理 責 任 者 印

        

科 目

金 額

内 容

支 払 者

収入年月日

摘 要
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別記様式第

２号 収支番号     

支 出 伝 票

                                           

会派名：  

伝票作成日

支 出 決 定

代 表 者 印 経 理 責 任 者 印

科 目

金 額

内 容

支 払 先

支出年月日

摘 要

領収書添付欄
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別記様式第

３号 出 納 簿

                                          

会派名：

収支

番号
収支年月日 科目 内容 支出入先 収入金額 支出金額 差引残額 伝票作成日

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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別記様式第

４号 旅 費 明 細 書

                                          

会派名：

作 成 日

旅費決定決裁

代 表 者 印 経 理 責 任 者 印

出 張 者

氏 名 旅 費 受 領 印

出 張 先

期 間

用 件

旅費計算明細 別記旅費計算書のとおり

旅 費 総 額                                   円

摘 要
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旅 費 計 算 書

月 日
交 通

機 関

発駅名

着駅名

鉄 道 等 特 急

料金等
車賃等

旅 行

雑 費
宿泊料

食卓料

宿泊地キロ数 運賃

  

小計

合計金額
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別記様式第

５号 備品購入事前協議書

                                           

会派名：

作 成 日

申 請 決 定

代 表 者 印 経 理 責 任 者 印

備 品 内 容

購 入 数

購入予定金額

見 積 業 者

購 入 希 望 日

摘 要

決裁：上記のとおり購入承認してよろしいか。

議 長 副議長 局 長 次 長 合 議 担当書記
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別記様式第

６号 備 品 台 帳

              会派名：

備品

番号
品名規格 取得年月日 取得先 取得金額 異動年月日 事由 廃棄年月日 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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別記様式第

７号
備品処分協議書

                                           

会派名：

作 成 日

申 請 決 定

代 表 者 印 経 理 責 任 者 印

備 品 内 容

処 分 数

購入年月日

備 品 番 号

処 分 方 法

摘 要

決裁：上記のとおり処分承認してよろしいか。

議 長 副議長 局 長 次 長 合 議 担当書記
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別記様式第

８号

派遣承認要求書

年  月  日

大津市議会議長 様

会派代表者氏名          印

本会は、下記により議員を派遣することに決定しましたので、承認されるよう要求しま

す。

記

１ 日時

２ 場所

３ 目的

４ 経費

５ 派遣議員氏名

議 長 副議長 局 長 次 長 合 議 担当書記
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別記様式第

９号 自家用車による出張計画表

日 時

出 張 先

目 的

出 張 議 員

自家用車所有者

行程明細

出発地～行先 利用道路 距離（ｋｍ） 車賃 有料道路代 駐車場代

小計

旅 行 雑 費

宿 泊 料

総 計
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別記様式第

10号 視察研修結果報告書

年  月  日

大津市議会議長 様

会派代表者氏名        印

視察・研修の結果について（報告）

本会派が視察・研修した結果について、下記のとおり報告します。

記

１ 期間

２ 視察研修先

３ 目的

４ 調査研究内容

５ 参加議員
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別記様式第

11号 政務活動費収支報告書等閲覧請求書

                             年  月  日  

（宛先）

大津市議会議長

                    

申請者 住所

                                         

氏名

                                           

電話番号

下記の政務活動費収支報告書等の閲覧を請求します。

記

１ 対象年度

２ 対象会派

３ 閲覧希望日時

   附 則

この告示は、平成27年４月１日から施行する。


